
医師国家試験見直しについての 提言 
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社会保障審議会医療部会「医療提供体制に 関する意見」よりの 抜粋 

( 平成 1 生年 3 月 2 8 日 ) 

5 医療を担う適切な 人材の育成，確保 

医療サービスの 質の向上を図るためには、 それを担 う 医療従事者の 質の向 

上や適正な数の 確保、 配置が重要であ る。 

地域医療の確保の 観点から、 医師が専門化・ 細分化され過ぎており、 総合 

的な診療能力を 有する医師を 養成する必要性が 指摘されるとともに、 大学を 

中心とした医師の 人事についての 問題点が指摘された。 特に、 現在「医道審 

議会医師分科会医師臨床研修検討部会」 ( 部会長 : 矢崎義雄国立国際医療 セ 

ンター総長 ) で検討されている 医師の卒後臨床研修制度については、 大学に 

依存する体制を 改めるべきとの 意見があ った。 医師の生涯学習の 義務化、 医 

師の免許更新制などについても 議論すべきとの 意見があ った。 また、 国民に 

安定した医療を 提供するためには、 医療従事者の 地域偏在の改善が 重要な課 

題であ る旨の指摘があ った。 
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屯 ( 抜粋 ) 社会保障審議会医療ぎ 会における 委畳 提出 意 ， 

第 5 回 ( 平成 i 7 年 2 月 2 日 ) 

龍井 、 松井、 福島委員提出「医療提供体制改草の 論点整理に白げて」 

Ⅱ。 医療提供体制改革をめぐる 主な論点に対する 基本的な考え 方 

3. 医療を鰹 ぅ 人材の確保と 資質の向上 
医師。 歯科医師等が、 医学。 医療の進歩に 応じるがたちで 常に新しい 

知識。 技能を修得できる「生涯教育制度」を 具現化する必要があ ります。 

併せて、 所定の研修を 前提条件とした、 「医師免許。 歯科医師免許の 更新 

制度」の導入も 検討するべきであ り、 その具体的な 方法論についての 検 

討が必要と考えます。 関連して、 適正な保険診療の 観点から、 「保険医の 

定年制」の導入等を 視野に入れた 議論も必要と 考えます。 

今古橋委員提出「社会保障審議会医療部会への 意見書 

Ⅵ。 今後の医療。 看護サービス 提供体制改革への 具体的論点 

[4] 看護職員の確保と 質の向上について 
3. 看護職員の生涯教育と 免許更新制に 関する検討 

《各項目の説明内容》 

また質の高 い 医療。 看護提供を進めるためには、 医療従事者の 資質向上 
が 重要であ り、 医療機関で最も 従事者数が多く、 患者。 国民に 24 時間かか 
わっている看護職員の 教育の充実は、 医療の質を左右します。 ヒヤリ。 ハ 

ット 報告からも新卒看護師の 医療安全教育と 実践能力の向上は 最重要課題 
であ り、 医療機関に就業ずる 新卒看護師の 卒後臨床研修について、 安全な 

ロ立圭史 " ょ " ム "   よ ． ヲ   
医療環境整備、 提供の視点からも 検討し、 早 い 時期に導入することが 重要 
です。 その際には、 看護基礎教育期間についての 検討も必要となります。 

また臨床経験が 長い者のヒヤリ。 ハット報告も 多く、 免許の更新調につい 
二年こ二 %  @'@  f コ ず議論きれるべ さ 九 %   テ亡す   
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医師免許の行政処分と 臨床医資格更新制に 関する英米の 状況 

1 . 米国について 

米国においては、 医事委員会 (State Medical Board) が医師免許 

を 管理している 州もあ る。 

問題のあ る医師 (E 療 過誤、 犯罪行為、 心身の状況が 医業に不適 

等 ) については医事委員会が 訓告から医師免許 取消 まで問題の程度 

に応じて処分を 決定している。 日本の医道審議会における 行政処分 

に 相当する制度であ る。 

また、 問題の有無によらず、 全医師に対して 臨床医資格の 更新制度 

があ り、 多くの州では 2 年程度毎に所定の 講習を受講した 医師の臨 

床 巨資格が更新される。 

2. 英国について 

英国においては、 法で定めた医師免許管理組織であ る General 

MedicalCouncil ( 医師会とは別組織 ) が医師免許を 管理している。 

問題があ る医師については、 GMC が日米と同様の 処分を行って い 

る 。 

全医師に対する 臨床医資格の 更新制度については、 2005 年より 導 

入される予定であ ったところ、 延期されている。 米国のように 講習 

受講を条件とした 更新ではなく、 同僚や上司による 評価 (Peer 

Review) に基づき 5 年毎に更新されることになる 見込みであ る。 
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Ⅰ新歯科 E 師 臨床 度 ( 平成 18 年度より 必 

傍目標 
患者中心の全人的医療を 理解し、 歯科医師としての 人格を酒養すること 

総合的な歯科診療能力を 身につけ、 臨床研修を生涯研修の 第一歩とすること 

Ⅰ 年 以上 ( 原則 1 年間 ) 

対象 
診療に従事しょうとする 歯科医師 

平成 1 8 年 4 月 1 日 以降に歯科医師免許申請を 行い、 免許を取得した 者 

実施機関 
大学病院 ( 歯科医業を行 う 病院のみ ) 

臨床研修施設 ( 指定を受けた 病院、 診療所 ) 

研修協力施設 ( 研修プロバラムに 登録された病院、 診療所、 保健所、 社会福 

祉施設、 介護老人保健施設、 へき地。 離島診療所等 ) 

臨床研修施設の 種別 
単独型臨床研修施設 ( 常勤歯科医師 3 名以上の病院。 診療所 ) 

管理型臨床研修施設 ( 常勤歯科医師 2 名以上の病院。 診療所 ) 

協力型臨床研修施設 ( 常勤歯科医師 2 名以上の病院・ 診療所 ) 

管理型 十 協力型 :  臨床研修施設 群 

実施方法 
研修プロバラムに 基づいて実施 ( 研修プロバラムも 審査を行 う 。 ) 

研修歯科医の 処遇 
労働基準法を 遵守 

単独型・管理型臨床研修施設の 管理者が認定 

修了後の手続 
歯科医籍に臨床研修修了歯科医師として 登録 

修を修了していない 歯科医師 
病院等の開設者。 管理者になれない 
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「第六次看護職員需給見通しに 関する検討会」について 

Ⅰ
・
 

目 的 

看護職員の需給については、 これまで、 通算 5 回にわたり需給 

計画及び需給見通しの 策定を行ってきたところであ る。 

第五回にあ た ろ 平成「 2 年の看護職員の 需給検討会において 

は、 医療提供体制が 大きな変革 期 にあ ることを踏まえ、 平成「 3 

年から「 7 年までの 5 年間の需給見通しを 策定し、 平成「 7 年に 

はほぼ均衡する 見通しとしたところであ る。 現在までのところ、 
就業者数は順調に 推移しているが、 看護職員の需給見通しは、 看 

護政策の方向を 考える ぅ えで重要な基礎資料であ ることから、 平 

成「 8 年以降についても、 引き続き需給見通しを 策定するもので 

あ る。 

[ 過去の需給計画及び 需給見通し ] 

・昭和 4,Q 年 看護婦需給計画 (5 か 年計画 ) : 看護婦、 准看護婦、 病院 

勤務の助産婦を 対象 
・昭和 5 4 年 看護婦需給計画 (7 か 年計画 )   

  平成 元年 看護職員需給見通し (7 か年 ) : 看護職員全体を 対象 

・平成 3 年 看護職員需給見通しの 見直し ( 「 0 か年 ) Ⅱ 

  平成「 2 年 看護職員需給見通し (5 か年 )   

2  検討事項 
  看護職員の需給の 現状 

  看護職員をめぐる 社会経済的状況 

・各都道府県における 需給 見 速算定の方法 ( 策定方針 ) 
・各都道府県の 需給 見込 結果の検討 

3  スケジコール 等 

・平成「 6 年 6 月「 7 日   ( 木 ) に 第 「同会合を参集 
・平成「 7 年「 2 月に新需給見通し 公表 

4  検討余の位置付け 
( 1 ) 医 政局長が有識者の 参集を求めて 開催する。 
(2) 事務局 は 、 厚生労働省 医 政局看護 課 に置く。 
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    第六次看護職員需給見通し 素足 に 向けた日程 ( 案 ) 
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3 月「 8 日 ( 担当者会議説明 ) 

・策定方針、 標準調査 票案 、 報告事項案を 提示 

来報告事項 案 ( 各県需給見通し、 調査 雲 集計結果 ) 

4 月 初 標準調査 票 、 報告事項を各都道府県へ 送付 

4 月 各都道府県、 調査に具体的に 着手 

・検討の場の 設置 

調査票の作成、 集計、 分析、 報告事項 ( 暫定版 ) の作成に関与 

・調査票の作成、 調査 票 ・策定方針の 医療機関への 送付 

医療機関等の 判断により、 調査 票 記入 

・集計、 分析 

・報告事項 ( 暫定版 ) 作成 

9 月 末 国へ 報告事項 ( 暫定版 ) 提出 

「 0 月 国 において、 各都道府県ヒアリンク 
・算定根拠確認 

・流入・流出データの 整合性確保 
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  看護職員需給見通し ( 平成仏 年 ～ 17 年 )l 
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悪も 社会福祉施設 ( ④を除く ) 
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数 1 ⑧事業所、 学校、 その他 

1 ⑨上記の計 
供 @  手当初就業者数 

1 ⑪新卒就業者数 
  

数
 

 
 

者
よ
 

 
 

再
返
 

⑫
⑬
 

給
     

①
 
 
 

 
 

 
 

者
計
 

業
 

来
献
 

年
差
 

坤
 ⑮
 

  

  

  

  

  

  

  
 
 

  

平成 13 年平成 14 年平成「 5 年平成 16     年平成 17 年 

人 人 人 人 人 

768,800 776,300 782,700 788,300 794,200 

231,000@ 234,000@ 236,900@ 239,900@ 243,000 

2,100   2,000    2,000   1,900 1,900 

142,5001  154,500    166,60o|  178,6001  189,30o| 
0
0
 

0
0
 

3
3
 

4
5
 

Ⅰ
ー
 

0
0
 

0
0
 

0
0
 

0
6
 

4
4
 

Ⅰ
 
1
 
0
0
 

0
0
 

0
O
 

6
9
 

3
3
 

ヰ
 
ー
 

3
 

0
0
 

0
0
 

3
0
 

3
3
 

Ⅰ
 
1
 
0
0
 

0
0
 

0
0
 

 
 Ⅰ

ー
 

3
 

14,500   14,800   14,700   14,700                   

  

    

㏄
㏄
 

0
7
 

3
5
 

Ⅰ
ー
 

O
 

3
 

 
 

0
0
 

0
0
 

9
9
 

2
4
 

Ⅰ
 
l
 
8
 

2
 

 
 

0
0
 

0
0
 

8
 
 

Ⅰ
 
l
 

2
3
 

Ⅰ
 
6
 

2
 

 
 

0
0
 

0
0
 

8
7
2
0
 

Ⅰ
 
@
 
4
 2

 
 
 

0
0
 

0
0
 

7
7
 

2
6
 

 
 

2
 

 
 

1,151,100@1,181,300@1,212,000@1,242,000   1,271,400   

61,300   60,300   58,600   57,600                   

0
O
 

0
0
 

8
0
 

命
く
リ
 1
 
Ⅰ
 

4
7
 

0
0
 

0
0
 

 
 

4
7
 

 
 

4
6
 

0
0
 

0
0
 

9
4
 

7
7
 

3
6
 

0
0
 

0
0
 

4
6
 

5
6
 

3
6
 

 
 

    
0
0
 

0
0
 

5
3
 

0
5
 

0
 

3
 Ⅰ

 

4
5
 

Ⅰ
 
1
 
0
0
 

コ
 Ⅰ
Ⅰ
 
1
 

2
 

 
 

O
O
 

0
0
 

0
2
 

2
 

Ⅰ
 

4
2
 

2
 

 
 

0
0
 

0
0
 

0
7
 

2
8
 

 
  

 
0
0
 

0
0
 

3
5
 

Ⅰ
 
@
 
 

人
 
リ
 

8
3
 

 
 

 
 

        

      

 
 

一
一
 

  

0
 
0
 
0
 

0
 
0
 
0
 

5
 
5
 
4
 

8
 
6
 
5
 

6
 
2
 

2
 

 
 

0
 
0
 
0
 

0
 
0
 
0
 

5
 
5
 
2
 

7
 

0
0
 
 

Ⅰ
 
l
 

3
 
2
 

2
 

ム
 

 
 

0
 
0
 
0
0
 
0
 
0
 

6
 
3
 
 

Ⅰ
 
l
 

7
 
6
 
9
 

2
 

8
 

 
 

 
 

ム
 

美
美
 

数
 

の
の
 

数
数
 

昔
者
 

者
 

業
業
 

献
献
 

と
と
 

  

晃
晃
 

  

 
 

一
一
 

( 備考 ) 四捨五入のため、 各項目の数値の 合計等は一致しない。 
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医療安全の確保に 向けた保健 師 助産前看護師法等の 
あ り方に関する 検討会 は ついて 

] 目 的 

社会保障審議会医療部会においては、 平成「 6 年 9 月より、 医療提供体制のあ り 

方は ついて議論を 行っているところであ るが、 その中で看護 師 等の名称独占、 届出 

義務及び看護師資格を 持たない保健師や 助産前による 看護業務等が、 検討すべき論 

点として指摘されたところであ る。 

これら ほ 、 患者の視点に 立って医療安全を 確保する観点からも 重要な問題であ る 

ことから、 有識者からなる 木 検討会を開催し、 これらの論点について 検討を行うも 

のであ る。 

2  検討事項 

・新人看護職員の 研修のあ り方について 

・看護師資格を 持たない保健師及び 助産師の看護業務について 

・行政処分を 受けた看護 師 等に対する再教育について 

・産科における 看護 師 等の業務について 

・免許保持者の 届出義務について 

・助産 師 、 看護 師 、 准看護師資格の 名称独占について 

・助産所の嘱託医師について 

・その他 

3  スケジコール 等 

・平成「 7 年 4 月 28 日 ( 木 ) に 第 「同会合を参集 

・ 月 「 回 ～ 2 回ぺ ー スで開催 

・医療部会の 中間的なとりまとめ 前に中間まとめ 

4  メンバー 

別紙 

米 検討内容により、 メンバ一の追加もあ り得る。 

5  検討余の位置付け 

(1 ) 医 政局長が有識者の 参集を求めて 開催する。 

(2) 事務局 は 、 厚生労働省 医 政局看護 課 に置く。 
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mU 桁氏 

医療安全の確保に 向けた保健 師 助産前看護師法等の 

あ り方に関する 検討 余 メンバー 

( 五十音順、 敬称略 ) 

青 木 重 孝 

遠 藤 俊 子 

金 川 克 子 

川 端 和 治 

菊 池 令 子 

小 島 恭 子 

坂 本 す が 

谷 野 莞 爾 

辻 本 好 子 

平 林 勝 致 

山 路 憲 夫 

日本医師会常任理事 

山梨大学医学部教授 

石川県立看護大学長 

弁 護 士 

日本看護協会常任理事 

北 T 大学病院看護部長 

NTT 関東病院看護部長 

日本精神科病院協会副会長 

NPO 法人ささ え勒迭 鷹人権 センター COML 代表 

団 寧院 大学学長特別補佐・ 教授 

白梅学園大学教授 
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規制改革・民間開放推進 3 か 年計画 ( 改定 ) 

( 平成「 7 年 3 月 25 日閣議決定 ) 

6  医師・医療従事者の 質の確保 

CD ) 医療の質の確保・ 向上、 医療の信頼の 確保のため、 重大な医療事故 
を起こした医師や 医療事故を繰り 返す医師については、 医師免許を管 
掌する国の責任において、 その厳格な処分や 再教育を行 う よ う 、 組織 

体制や調査権 限の強化を図るとともに、 再教育の方法を 確立する。 [ 平 
成 17 年度中に検討・ 結論 ] 

  
(2) 患者に対し良質で 安心できる医療ワービスを 提供できるよう、 高 い 

技術を習得した 専門医の育成を 促すほか、 より専門性の 高い看護 師 等 

の育成や、 臨床研修等の 教育環境整備等、 具体的な措置を 講ずる。 [ 平 

成 17 年度中に措置 ] 
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新人看護職員研修教育責任者講習会及び 新人看護職員 
研修教育担当者講習会 は ついて 

「 目的等 

医療の高度化、 複雑化の中で 医療安全を確保し、 看護の質の向上を 図るためには、 

新人看護職員の 卒後研修の充実が 必要であ る。 

平成「 5 年度には新人看護職員の 卒後研修の充実に 向けて、 「新人看護職員の 臨床実 

践能力の向上に 関する検討会報告書」がとりまとめられ、 本報告書において 新人看護 

職員到達目標及び 新人看護職員研修指導指針が 提示されたところであ る。 

このため、 本年度、 新人看護職員研修の 充実に向けた 対策の一環として、 医療機関 

の看護職員を 対象に、 本報告書の普及及び 新人看護職員研修の 充実に向けて 取り組ん 

で い る医療機関の 研修の実際を 紹介すること 等を目的として 標記講習会を 実施した。 

本 講習会 は ついてほ受講希望者が 多く 、 更に多くの病院関係者に 新人看護職員研修 

に関して理解を 深めていただくため 平成「 7 年度も引き続き 実施することとしている。 

2  講習会の概要 

0 実施主体 

厚生労働省 

0 受講対象者     

( 「 ) 新人看護職員研修教育責任者講習会 

看護師長、 副看護部長等の 各施設の新人看護職員研修責任者 

(2) 新人看護職員研修教育担当者講習会 

各部署の新人看護職員研修の 実施及び推進に 携わる臨床経験 5 年以上の 
看護職員 

0 講習内容・ 

(1 ) 「新人看護職員の 臨床実践能力の 向上に関する 検討会報告書」について 

(2) 各医療機関における 新人看護職員研修の 実際について 

0 青差音 白面     新人看護職員の 臨床実践能力の 向上に関する 検討会委員及び 

同検討 余 ワーキンググルーフ 委員を中心に 依頼 

0 開催期間及び 開催地 等     

(1 ) 期間 平成「 6 年「「 月 ～平成「 7 年「 月 C 「 回 わたり「 日 ) 

(2) 開催回数 地方厚生 局 単位の了地区で 計 2 「 回 

0 受講者数 

全国 了か 所 名句 2 。 570 名 
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安心安全の助産ケアに 係る推進事業について 

「 趣旨 

近年、 医療安全の確保に 向けた体制整備が 喫緊の課題となっている。 特に周産期 

領域の医療提供においては、 母子の安全確保に 向けた対策の 充実が求められている 

とと何に、 少子化対策の 中で快適な出産環境の 提供が求められている。 

助産前 は 、 周産期領域において 分娩介助等の 助産業務を通じて、 妊 産褥婦及び 新 

生児に直接に ケ アを提供することが 多いことから、 安心、 安全な出産のために 重要 

な役割を担っている。 

このため、 「新人助産的に 対する医療安全推進モデル 研修」の実施により、 助産前 

の ケアの質の向上を 図る毛のであ る。 

2  事業内容 

新人助産双臨床実践能力向上推進事業 

医療安全の確保に 向け、 助産 師 学校養成所の 卒業直後から 分娩介助等を 行 う 新人 

助産 師 に対し、 十分校教育体制 ( 専任の指導者等 ) 及び研修プロバラムに 基づく 研 

修を実施する。 

a. 実施 か 所数 : 1 7 カ所 

b. 受講人数 : 「万所「 0 人 ( 予定 ) 

c . 研修期間 : 3 か月 

実施医療機関 

・医療法人社団スズキ 病院 ・ 聖隷 浜松病院 

・埼玉協同病院 ・大雄 余 第一病院 

・日本赤十字社医療センター ・トヨタ記俳病院 

・社会福祉法人聖母会聖母病院 ・市立豊中病院 

・横浜市立大学医学部附属市民総合医療センター ・東大阪市立総合病院 

・ 北 T 大学病院 ・財団法人倉敷中央病院 

・ 聖 マリアンナ医科大学病院 ・高松赤十字病院 

・社会保険群馬中央総合病院 ・医療法人望 粒余 慈恵病院 

・長野県厚生連篠 ノ井 総合病院 
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へき地医療を 実施する診療ネットワークのイメージ 

１
つ
の
 ｜
 

今 へき地医療は 通常の圏域を 越えて拠点となる 医療機関がへき 地にあ る診療所とネットワークを 形成し、 へき地診療を 担う 

今 このため、 診療ネットワークは 都道府県の区域を 念頭において 実施するものであ る。 

  
  
  
  
  
  
  

へき地医療の 拠点となる 

医療機関 

く へき地医療支援機構 ノ 

へき地診療所等からの 代診 医 の 派 ; 
  

; 遣 要請等広域的な 支援。 
  

また、 IT の活用により 拠点となる医療機 

関から診療の 支援を受けることも 可能。 

ト "" 

き 地で 時 安心して出時的な 診療を受ける ご 

とが可能。 、 かった場合は、 へき地診療所の 紹   機関で受療。   -.         
Ⅹへき地医療拠点病院が 中心となって、 診療ネットワークの 構築に向け調整。 



  
c0 Ⅰ 

。 

  

第 9 次へき地保健医療対策 
                                                                                                                                                                                                                                    それぞれⅠ る 囲 @ し て 遅 れ て Ⅰ 実情に鑑み へき地の住民が 医学技術の進歩発展及び 社会的 経済的条件の 変化に即応して 治療 ョン を一体とした 適切な医療を 受けるための 施策を体系的かつ 計画的に推進することによって、 - き 地における医療水準 

の 向上を図ることを 目的とする   

固 r r へき地 無 屋地区 l J     交通条件及び 医療機関のない できない地区 自然的。 ( 出城で、 無医 地区 経済的・社会的条件に 数 当該地域の中心的な Ql4 地区．人口 2.11 万人 恵まれない山間地 場所を起点として )     離島その他の 概ね半径 4km 地域のうち医療の の区域内に人口 50 確保が困難であ 人以上が居住している って 、 r 無産地区 地域であ J って・かつ、 及び l 理無屋地区 容易に医療機関を J の 要件に該当するもの。 利用ずることが 
i 準拠底地区 J : 無産地区には 該当しないが、 無医地区に準じた 医療の確保が 必要な地区と 各都道府県知事が 判断し・厚生労働大臣に 協議し適当と 認められた地区 
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高度な 医 瞭を必要とする 患者の受 入 依頼 
高度な医療を 必   

要 とする 忠 者の 病 院・医科大学 ( 医科大学．病院からの 医師等の 
支人要諦 定期 的派遭 ) 

高度な機能を   有する病院                                                                                                                           
    振き     医師 零 紹介・斡旋 へき地診療所 ( 歯科を含む ) 簿戴 半 区 4 ㎞ 域 経 
・奥地 : 事医   327 ケ前 内の 
    柴原     拠点病院 群           へさ 地験掠所             @ さ池 験 供所       l , 学会出 @ 「   ， " 祐鮭     

                              丈撰 システム           携練支 トシステム                                     
    Ⅱ ケ所     0 初期診療機能向上 

          等き -     32 百万円     
  

        lB 8 百万円 ケ所                 3.3 9 百万円 ケ 前 :                       離島については、 原則として                   sfl 年度                             s55 年度             人口 3 0 0 人以上に設置 
                                          H5 年度             
医 : 協務 (- き地 診療所未設置の 場合 ) 

      醗医   患者輸送車 ( 艇 ，雪上車 ) 
療 : 会師 へ -     禎極 的な患者   巡回診療   

  1000A             き -       の 支人・支援 
      へき地保健 指 コ所 楠脈 ・運営未満 ・市町村 備     抱 地     ケ所     

  百ざ 成就 依瓦 Ⅰ 巨オ篆 Ⅰ 汀         65 S50 百万円               
  

技 : 実療               僅聲廷箸褥   
      施文   

構 : 計援 棋 院               lB S. ケ所 軸缶授宜 0 ・ 1 2 廿 百万円 ・                   
    画の     拙 策 

拠 （                                     " 道府 。   京 地 ( 雪上車 )     抽備 市町村         
  ・研 修 設備整備のみ   

病 疲 338     @ 三大 

    
院 援   

                                  一 " 
      ケ所 禅院 - ( 歯科を含 む ) ぽ   

333 百万円 追口詩鹿革 @ 国れ l 
H 柊 年度創設 lB2 り 所       巡回診療 88 台 29 百万円 

T2.0 百万円     連日 き 6%   
Hl3 年度創設       3 台 3 百万円 62 百万円 

踵 回音挽車 [ 冊 1@l R4S 年度創設 
B2 台 l3 百万円   
ほ R6l@%& 馴 

44 ワ 1 3 百万円 
@1. れ @@ 地舌 @ 護朋併   
l 封 Ⅰ 4 百万円 以上 

20(u 九一 

最寄 医療機関 拙者輸送車 (an) 両頭百所 こ   

支援機 摘 の 投世 ・ 指 4 

・ 事兵 評価 

拠点病院群の 指定 

・ヰ業評価 

                        都道府県 

  [B ニ次医療 棟 計画 圏 l 毎に地域 し 

健 医療協議会を 設置 

具体的な計 
画策定 

関係医療機関 

儀 病院 '""""" 群 ・医師会等 コ 

区準る区 を 診僚 ムむ 地 芯地にじ & 



へ                               

おくの まさたか かみしま 

奥野正孝 三重県鳥羽市立神島診療所長 

しんしょう ふみあ き 

新庄文明 長崎大学大学院医 歯 薬学総合研究科教授 

すず かわ まさゆき 

鈴川正之 自治医科大学救急医学教室教授 

せいとう ゆう や 

清藤 勇也 社団法人日本歯科医師会副会長 

たかく ふみ まろ 

O 高久史麿 自治医科大学学長 

しもみのちぐ ん さかえむら 

                              産芳 長野県下水内郡栄村村長 

つちや たかし 

土屋 隆 社団法人日本医師会常任理事 

とみさわ いちろう 

冨澤一郎 宮城県保健福祉部医療健康局長 

ひぐち ひろし 

樋口 紬 全国自治体病院協議会常務理事 ( 岩手県立中央病院 昆 

まえの かずお 

前野一雄 読売新聞医療情報部長 

ま つむ ち よしゆき 

村上木守良幸 全国離島振興協議会会長 ( 長崎県対馬市長 ) 

もとやま さ   ふ ろう 

元山三郎 鹿児島県離島緊急医療対策組合議長徳 鴉県鳩郡ぎ襖 村長 ) 

よしあ ら め ちやす 

吉 新道 康 社団法人地域医療振興協会理事長 

よしおか き よ こ 

吉岡キ ヨコ 岡山県新見市 哲西 支局市民福祉課主任保健 師 

よしおか ようこ 

吉岡陽子 風待ち海道倶楽部会長 

よしだ あ きとし 

吉田晃敏 旭 ]llE 科 大学眼科講座教授 

( 注意 ) 0 は座長を示す。 

以上 16 名 
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へき地保健医療対策検討会の 審議状況について 

第 1 回平成 17 年 1 月 24 日 ( 月 ) 

0  第 9 次へき地保健医療計画の 取組の検証 
0  無医 地区調査及び 無 歯科医地区調査について 
0  鈴川 班 へき地診療所等アンケート 調査 ( 案 ) について 

0  今回の検討会で 審議すべき論点 ( 事務局 ( 案 けについて 

第 2 回平成 17 年 2 月 28 日 ( 月 ) 

0  臨床研修制度について 
0  へき地医療に 求める 姿 ( 各委員からのプレゼンテーション ) 

  住民の立場から 

・ 自治体の立場から 

  へき地医療に 携わる立場から 

第 3 回平成 17 年 3 月 31 日 ( 木 ) 

0  へき地医療への 取組 

・ 島根県及び長崎県の 取組 

  地域医療振興協会の 取組 

O  IT を活用した診療支援 ( 旭川 E 科 大学の例 ) 

第 4 回平成 17 年 4 月 18 日 ( 月 )  テレビ会議形式による 開催 
0  情報通信技術についての 実演 

( 鳥羽市神島診療所～東京都電 ケ 関の間 ) 
0  へき地保健医療の 実践について 北海道瀬棚町の 取組 

0  へき地保健医療対策検討会報告書骨子 ( 案 ) 

第 5 回平成 17 年 5 月 23 日予定 

0  へき地保健医療対策検討会報告書骨子 ( 案 ) 等の検討 

第 6 回平成 17 年 6 月上旬予定 

「報告書のとりまとめ」を 予定 
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